
ひ　び　き　No.2045

子
や
孫
の
将
来
の
た
め

放
射
線
検
査
実
施
を
！

平　

由ゆ
う

子こ　

議
員

問　

牛
久
市
は
６
８
０
０
人

の
小
中
学
生
全
員
を
ホ
ー
ル
ボ

デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
で
検
査
し

た
。
福
島
原
発
事
故
よ
り
２
年

経
過
し
た
今
、
放
射
線
に
よ
る

健
康
へ
の
影
響
を
知
り
た
い
と

思
う
人
々
に
と
っ
て
大
変
あ
り

が
た
い
こ
と
。
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ

カ
ウ
ン
タ
ー
で
１
人
年
１
回
、

子
ど
も
は
年
３
回
記
録
を
続
け

て
い
か
な
け
れ
ば
将
来
の
世
代

は
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
市
も
将
来
の
た
め
、
ホ
ー

ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
の
準
備

を
着
々
と
進
め
、
組
織
立
て
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
が
。

健
康
福
祉
部
長　

ホ
ー
ル
ボ

デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
は
測
定
す
る

当
日
の
体
内
の
放
射
線
量
を
測

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
機
械
に

よ
っ
て
は
測
定
の
時
間
と
検
出

限
界
が
あ
る
。
当
市
の
場
合
、

食
品
及
び
飲
料
水
に
つ
い
て
は

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
が
行
わ
れ

て
い
る
。
流
通
し
て
い
る
食
品

等
に
つ
い
て
も
同
様
に
安
全
基

準
を
満
た
し
て
い
る
状
況
。
ま

た
、
お
子
さ
ん
の
場
合
、
代
謝

が
早
い
の
で
滞
留
し
て
い
る
量

が
非
常
に
少
な
い
。
よ
っ
て
、

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
で

の
測
定
は
考
え
て
い
な
い
。

教
育
部
長　

児
童
生
徒
へ
の

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
に

議員は、市長などに対して、市の事務の状況や将来
の方針などを質問することができます。
この質問を「市政に関する一般質問」といいます。
今定例会では、19人の議員が一般質問をしました。
その状況について、ご紹介いたします。

一般質問

よ
る
放
射
線
測
定
を
実
施
す
る

予
定
は
な
い
。

問　

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
第

一
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
た
だ
き
た
い
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
部
長　

牛

久
市
が
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
に
よ
る
検
査
を
行
っ
た
結

果
、
特
に
異
常
は
な
い
と
の
新

聞
報
道
が
あ
っ
た
。
１
つ
の
自

治
体
が
短
期
的
に
見
る
よ
り

も
、
国
レ
ベ
ル
で
の
対
応
と
い

う
こ
と
で
、
市
長
会
を
通
し
て

県
や
国
に
要
望
を
出
し
て
い
る
。

総
務
部
長　

市
の
対
応
と
し
て

は
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
車
で
の
巡

回
。
市
民
レ
ベ
ル
で
は
、
防
犯

員
連
絡
協
議
会
、
セ
ー
フ
テ
ィ

マ
イ
タ
ウ
ン
チ
ー
ム
の
方
々
と

の
連
携
で
啓
発
活
動
を
行
っ
て

い
る
。
市
民
の
方
々
と
連
携
を

取
り
な
が
ら
、
情
報
を
警
察
と

共
有
し
て
対
応
を
進
め
た
い
。

問　

犯
罪
の
抑
制
力
と
し
て
防

犯
カ
メ
ラ
は
非
常
に
有
効
だ
と

思
う
。
現
在
の
設
置
状
況
は
。

総
務
部
次
長　

安
全
安
心
対
策

課
の
所
管
で
は
、市
内
８
カ
所
、

24
台
を
設
置
し
て
い
る
。

問　

ほ
か
に
も
設
置
し
た
ほ

う
が
い
い
地
域
が
あ
る
と
思
う

が
、
今
後
の
設
置
予
定
は
。

答　

茨
城
県
警
か
ら
必
要
箇
所

を
上
げ
て
も
ら
い
、
市
と
連
携

し
な
が
ら
内
容
を
検
討
し
て
い

る
。
現
在
10
カ
所
が
上
が
っ
て

い
る
が
、
４
カ
所
に
つ
い
て
設

置
し
て
い
る
。

問　

東
口
の
大
師
通
り
は
、
そ

の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
る
か
。

答　

入
っ
て
い
な
い
。

問　

設
置
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
傷
害

事
件
や
検
挙
者
が
出
て
い
る
。

学
生
や
女
性
の
方
は
そ
こ
を
避

け
て
通
勤
、
通
学
を
し
て
い
る

の
が
現
状
。
取
手
警
察
署
と
緊

密
に
連
携
を
取
り
、
危
険
箇
所

と
し
て
認
定
し
て
い
く
予
定
は

な
い
か
。

答　

リ
ス
ト
は
年
度
ご
と
に
県

警
と
調
整
を
し
て
い
る
。
大
師

通
り
に
つ
い
て
も
、
追
加
ま
た

は
検
討
箇
所
に
な
る
か
と
思
う
。

質
に
関
す
る
規
制
も
厳
し
く
実

施
さ
れ
、
内
部
、
外
部
被
ば
く

の
リ
ス
ク
も
低
い
状
況
。
市
は
、

保
健
セ
ン
タ
ー
で
い
ろ
い
ろ
な

相
談
を
や
っ
て
お
り
、
市
独
自

の
健
康
調
査
の
必
要
性
は
低
い

と
考
え
る
。
今
後
も
国
、
県
の

方
向
性
を
確
認
し
な
が
ら
市
の

方
向
性
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問　

平
成
23
年
３
月
15
日
か
ら

４
月
10
日
ま
で
、
汚
染
水
が
利

根
川
か
ら
水
道
水
に
取
り
込
ま

れ
、
市
民
の
口
に
入
っ
た
。
累

計
で
２
０
０
０
〜
３
０
０
０
ベ

ク
レ
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

放
射
性
ヨ
ウ
素
１
３
１
の
影
響

を
検
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
が
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
部
長　

平
成

23
年
３
月
下
旬
に
１
０
６
ベ
ク

レ
ル
が
検
出
さ
れ
た
と
き
は
、

小
さ
な
お
子
さ
ん
の
い
る
家
庭

に
対
し
て
水
を
配
布
し
た
。
自

治
体
と
し
て
は
市
民
の
健
康
を

守
る
対
応
を
し
た
と
思
っ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
も
事
象
の
変
化

に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
。

取
手
駅
東
口
周
辺
の

安
全
対
策

金
澤　

克か
つ
ひ
と仁　

議
員

問　

市
の
緊
急
・
防
災
防
犯
情

報
メ
ー
ル
に
、
11
月
13
日
、
取

手
警
察
署
は
取
手
二
丁
目
地
内

の
路
上
で
風
営
法
違
反
で
１
名

を
現
行
犯
逮
捕
し
た
と
あ
っ
た
。

私
も
こ
の
地
域
の
方
々
か
ら
要

望
を
受
け
て
、
市
の
担
当
部
署

に
相
談
を
し
て
い
る
が
、
こ
の

地
域
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

放
射
能
対
策

鈴
木　

潔　

議
員

問　

子
ど
も
の
健
康
調
査
の
実

施
に
つ
い
て
、
原
発
事
故
子
ど

も
・
被
災
者
支
援
法
が
制
定
さ

れ
、
10
月
に
被
災
者
生
活
支
援

等
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本

方
針
が
示
さ
れ
た
が
、
茨
城
県

は
支
援
対
象
地
域
の
指
定
か
ら

外
さ
れ
た
。
県
は
放
射
能
汚
染

状
況
重
点
調
査
地
域
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
放
射
線
に
よ
る
健

康
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査
、

医
療
の
提
供
な
ど
の
適
用
を
議

会
で
も
繰
り
返
し
求
め
、
ま
た

市
民
か
ら
も
強
く
要
望
さ
れ
て

い
た
。
環
境
省
に
対
し
て
、
抗

議
、
要
望
を
行
っ
た
の
か
。

健
康
福
祉
部
長　

取
手
市
の
年

間
被
ば
く
線
量
が
１
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
下
と
い
う
現
状
で
は
、

放
射
線
に
よ
っ
て
、
が
ん
等
が

発
症
す
る
よ
う
な
リ
ス
ク
は
考

え
づ
ら
い
。
食
品
の
放
射
性
物

大師通り（取手）

　定例会は、年４回招集されます。定例会のほ
か、必要に応じて臨時会が招集される場合もあ
ります。
　定例会の日程は、おおむね次のとおり行われます。

ここも てって

※実際は、土曜、日曜、祝祭日が入りますので、
これよりも会期は長くなります。会期日程につ
いては、定例会前に、市ホームページ、ひびき
メールにてお知らせいたします。

日　付 会　議 議　事

１日目 本会議 開会、議案の上程、提案理由説明市政に関する一般質問
２日目 本会議 市政に関する一般質問
３日目 本会議 市政に関する一般質問
４日目 本会議 市政に関する一般質問

５日目 本会議
議案質疑、委員会付託
請願・陳情の上程、質疑、委員
会付託

６～10日目 委員会 原則として、１日１委員会を開催
11 日目 休会 議事整理日

12 日日 本会議 委員長報告、委員長報告に対する質疑討論、採決、閉会


